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(57)【要約】
【課題】基板間を接続するケーブルを保護しつつ見映え
よく配線することが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】第１基板ケース３６と第２基板ケース３８
とを重ねて装着した遊技機で、第１基板ケース３６と第
２基板ケース３８との対向部に沿って、第１基板ケース
３６側と第２基板ケース３８側との少なくとも一方側に
配線溝７９を設け、配線溝７９を介して第１基板ケース
３６と第２基板ケース３８との間にケーブル１０５を通
したものである。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板ケース（３６）と第２基板ケース（３８）とを重ねて装着した遊技機において
、前記第１基板ケース（３６）と前記第２基板ケース（３８）との対向部に沿って、前記
第１基板ケース（３６）側と前記第２基板ケース（３８）側との少なくとも一方側に配線
溝（７９）を設け、該配線溝（７９）を介して前記第１基板ケース（３６）と前記第２基
板ケース（３８）との間にケーブル（１０５）を通したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ケーブル（１０５）は、前記第１基板ケース（３６）に格納される第１基板（３５
）と前記第２基板ケース（３８）に格納される第２基板（３７）とを接続するものである
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記配線溝（７９）の両端側のケーブル引出口（８０ａ）（８０ｂ）を、前記第１，第
２基板（３５）（３７）のコネクタ（７３）（９９）に対応する位置に設けたことを特徴
とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１基板ケース（３６）に格納される第１基板（３５）と前記第２基板ケース（３
８）に格納される第２基板（３７）とは各種電子部品がその表面側にのみ装着され、前記
第１基板ケース（３６）及び前記第２基板ケース（３８）は、それら第１基板（３５）及
び第２基板（３７）の表面側を覆う基板受け体（６１）（９１）と裏面側を覆う基板カバ
ー（６２）（９２）とで構成され、前記配線溝（７９）は前記第１基板ケース（３６）側
の基板カバー（６２）に設けられていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の基板ケースを重ねて装着したスロットマシン等の遊技機に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシン、パチンコ機等の遊技機においては、機能別に構成された複数の制御基
板を搭載したものが主流となっている。
【０００３】
　この種の遊技機においては、それら各制御基板は、個別に基板ケースに格納された状態
で筐体内の各所に装着されているが、最近では、機種変更時の利便性、配線の効率化等の
観点から、例えば互いに関連性の高い制御基板を格納する複数の基板ケースを互いに重ね
た状態で装着しているものも多い（特許文献１参照）。
【０００４】
　このように複数の基板ケースを互いに重ねた状態で搭載することにより、機種変更時に
はそれら複数の制御基板をケースごとまとめて交換することができ、また短いケーブルで
シンプルな配線が可能である。
【特許文献１】特開２００３－２７５４４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように複数の基板ケースを互いに重ねた状態で装着する場合には、各制御基板の
対応するコネクタ同士の位置を合わせればケーブルの長さを非常に短くすることができる
。
【０００６】
　しかしながら、種々の制約により、対応するコネクタ間の距離が大きくなる場合も多く
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、この場合には長いケーブルを引き回さざるを得ない。この場合、基板ケースの外側にだ
らりと露出したケーブルが見映えを損なうだけでなく、例えば筐体を開いてメンテナンス
等の作業を行う際に引っ掛けてケーブルに傷を付けたり、コネクタが外れてしまう可能性
もあった。
【０００７】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、基板間を接続するケーブルを保護しつつ見
映えよく配線することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、第１基板ケース３６と第２基板ケース３８とを重ねて装着した遊技機におい
て、前記第１基板ケース３６と前記第２基板ケース３８との対向部に沿って、前記第１基
板ケース３６側と前記第２基板ケース３８側との少なくとも一方側に配線溝７９を設け、
該配線溝７９を介して前記第１基板ケース３６と前記第２基板ケース３８との間にケーブ
ル１０５を通したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ケーブル１０５の大部分が第１基板ケース３６と第２基板ケース３８
との間に隠れて見映えがよいだけでなく、例えば前面パネルを開いてメンテナンス等の作
業を行う際に引っ掛けてケーブル１０５に傷を付けたり、コネクタ等が外れてしまう不具
合を極力防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図９は、本発明をスロット
マシンとして具現化した一実施形態を例示している。図１及び図２において、１は遊技機
本体で、本体ケース２と、この本体ケース２の前側に配置された矩形状の前面パネル３と
を備えている。
【００１１】
　本体ケース２は、例えば木製で、前側が開放した箱形に形成されており、その前側を開
閉自在に閉鎖するように前面パネル３が装着されている。
【００１２】
　本体ケース２内には、図２に示すように、複数の図柄表示リール４ａ～４ｃを左右方向
に配列した表示リールユニット５、メダル払い出し装置６、主制御基板が収容された主制
御基板ケース７等が配置されている。
【００１３】
　前面パネル３は、左右一端側、例えば向かって左側に配置されたヒンジを介して本体ケ
ース２に対して開閉自在に装着されており、図１に示すように、その上部側には第１表示
窓１１と第２表示窓１２とが上下に配置されている。
【００１４】
　第１表示窓１１は、本体ケース２側の図柄表示リール４ａ～４ｃに対応して矩形状に形
成されており、遊技者はこの第１表示窓１１を介して図柄表示リール４ａ～４ｃを前側か
ら視認可能となっている。
【００１５】
　また、第２表示窓１２は、前面パネル３の裏側に装着された液晶表示ユニット１３（図
２）の表示画面１３ａに対応して例えば第１表示窓１１よりも大型の矩形状に形成されて
おり、遊技者はこの第２表示窓１２を介して表示画面１３ａを前側から視認可能となって
いる。
【００１６】
　前面パネル３の下端部前側には、メダル払い出し装置６から払い出されたメダルや返却
されたメダルを前側に排出するための排出口１４が設けられ、その前側に、排出口１４か
ら排出されたメダルを受けるメダル受け皿１５が横長状に配置されている。



(4) JP 2008-17909 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

【００１７】
　また、例えば第２表示窓１２の下側に横長状に設けられた操作パネル部２１には、遊技
媒体としてのメダルを投入可能なメダル投入口２２、このメダル投入口２２内に詰まった
メダルを返却させるための返却ボタン２２ａの他、メダル投入口２２へのメダル投入に代
えてクレジットからメダルをベットするための１ベットボタン２３、マックスベットボタ
ン２４及びキャンセルボタン２５、図柄表示リール４ａ～４ｃの回転を開始させるための
スタートレバー２６、回転中の図柄表示リール４ａ～４ｃを夫々個別に停止させるための
ストップボタン２７ａ～２７ｃ等が設けられている。
【００１８】
　前面パネル３には、図４，図７等に示すように、第２表示窓１２を構成する矩形状の表
示装着枠３１が例えば一体に設けられており、この表示装着枠３１の後側に、透明板保持
枠３２に装着された透明板３３と、液晶装着ケース３４に装着された液晶表示ユニット１
３とが配置されている。
【００１９】
　更に、液晶表示ユニット１３の後側には、図７等に示すように、液晶表示制御基板（第
１基板）３５を格納する液晶表示制御基板ケース（第１基板ケース）３６と、演出制御基
板（第２基板）３７を格納する演出制御基板ケース（第２基板ケース）３８とが重ねて装
着されている。
【００２０】
　表示装着枠３１には、その後部側に、内周側（第２表示窓１２）から外側所定幅の範囲
に前向き凹入状の透明板装着部３９が設けられると共に、その外側に液晶装着ケース３４
をネジ止めするための固定基部４０が複数設けられている。
【００２１】
　透明板３３は、第２表示窓１２よりも若干大きい矩形状に形成されており、図４，図６
等に示すように、その外縁部に沿って透明板保持枠３２を装着した状態で透明板装着部３
９に後側から嵌め込まれている。
【００２２】
　透明板保持枠３２は、図４，図６～図８に示すように、透明板３３の外周面に沿う周壁
４２と、その周壁４２の後端側から透明板３３の背面側に沿って延設された所定幅の後壁
４３とを一体に備えた断面Ｌ型に形成され、更に周壁４２上には透明板３３の前縁側に係
脱自在に係合して透明板３３を保持する係合爪４４が複数設けられており、透明板３３に
装着した状態で透明板装着部３９に嵌め込まれたとき、後壁４３の背面４３ａが表示装着
枠３１の後端側と略面一となるように構成されている。
【００２３】
　なお、透明板３３と透明板保持枠３２とが嵌め込まれた透明板装着部３９は、図７，図
８に示すように、その後側に装着される液晶表示ユニット１３の前面側によりその後側が
閉鎖され、これによって透明板３３及び透明板保持枠３２は透明板装着部３９内に保持さ
れる。このとき、透明板保持枠３２は、その後壁４３の背面４３ａが液晶表示ユニット１
３の前面側の周辺部近傍に略当接した状態となる。
【００２４】
　従って、透明板保持枠３２と液晶表示ユニット１３の表示画面１３ａとの間には、透明
板保持枠３２の後壁４３の板厚分の隙間Ｇ（例えば３ｍｍ程度）が形成される。これによ
り、例えば透明板３３に前側から衝撃が加えられたとしても、その衝撃は隙間Ｇによって
緩和されるため、表示画面１３ａをその衝撃から保護することができる。
【００２５】
　なお、透明板保持枠３２を、透明板装着部３９側、液晶表示ユニット１３側、又は液晶
装着ケース３４側にネジ止め等により着脱自在に固定するようにしてもよい。
【００２６】
　液晶表示ユニット１３は、図４，図６～図９に示すように、前面側に表示画面１３ａが
設けられた液晶本体部４５と、この液晶本体部４５の背面側に設けられた液晶制御部４６
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とを備えている。液晶本体部４５には、例えばその左右両縁部に汎用の固定部４７，４８
が例えば夫々複数設けられている。
【００２７】
　固定部４７，４８は、夫々内向きの凹入部４９と、その凹入部４９内に張り出すように
前部側に設けられた薄板状の固定板５０とを備えており、この固定板５０にネジ止め用の
切欠４７ａ又は孔４８ａが形成されている。
【００２８】
　液晶装着ケース３４は、液晶表示ユニット１３を表示装着枠３１に固定するもので、図
３～図９に示すように、液晶表示ユニット１３が前側から嵌め込まれるケース体５１と、
このケース体５１を表示装着枠３１側の固定基部４０に固定するための固定部５２と、液
晶表示ユニット１３をケース体５１内に保持するための保持手段５３とを例えば一体に備
えている。
【００２９】
　ケース体５１は、液晶表示ユニット１３の外周面に沿う周壁５４と、液晶表示ユニット
１３の背面に沿う後壁５５とで前側が開放した扁平状の箱形に形成されており、液晶表示
ユニット１３の表示画面１３ａ以外の部分を略覆うようになっている。
【００３０】
　固定部５２は、例えばケース体５１の周壁５４から外向き突出状に設けられており、ネ
ジ等の固定具により表示装着枠３１側の固定基部４０に着脱自在に固定されるようになっ
ている。
【００３１】
　保持手段５３は、液晶表示ユニット１３側の固定部４７に対応する係合板５３ａと、固
定部４８に対応する固定基部５３ｂとで構成されている。
【００３２】
　係合板５３ａは、固定部４７の固定板５０の前側に係合するように、周壁５４の前縁側
から内向きに突設されている。また、固定基部５３ｂは、固定部４８の固定板５０の後側
に対応するように例えば後壁５５から周壁５４に沿って前向きに突設されている。
【００３３】
　液晶表示ユニット１３は、図８及び図９に示すように、その左右方向一端側の固定部４
７を液晶装着ケース３４側の係合板５３ａと後壁５５との間に差し込み、更に左右方向他
端側を液晶装着ケース３４内に前側から嵌め込んで、固定部４８を固定基部５３ｂに対し
てネジ止めすることにより、液晶装着ケース３４内に着脱自在に装着されている。
【００３４】
　また、液晶装着ケース３４の後壁５５には、後ろ向きの膨出部５６が例えば一体に形成
されており、液晶表示ユニット１３を装着したとき、液晶表示ユニット１３側の液晶制御
部４６がこの膨出部５６内に収まるようになっている。
【００３５】
　更にこの膨出部５６は、その背面側が液晶表示制御基板ケース３６の基板受け体６１を
構成している。即ち、液晶装着ケース３４には、液晶表示制御基板ケース３６の基板受け
体６１が一体に設けられている。
【００３６】
　液晶表示制御基板ケース３６は、図５，図７等に示すように、液晶表示制御基板３５の
裏面側（前面側）に対向してこれを覆う基板受け体６１と、この基板受け体６１の後側に
着脱自在に装着され且つ液晶表示制御基板３５の表面側（後面側）を覆う基板カバー６２
とで構成されており、これら基板受け体６１と基板カバー６２との間に液晶表示制御基板
３５が格納されている。
【００３７】
　基板受け体６１には、液晶表示制御基板３５を位置決めするための位置決め突起６３と
、液晶表示制御基板３５をネジ止め等により固定するための固定基部６４と、液晶表示制
御基板３５の縁部後側に前側から係合する係合爪６５とが後ろ向きに突設されると共に、
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基板カバー６２の一端側、例えば上端側に設けられた係合突部６６が係合可能な係合受け
部６７と、基板カバー６２の他端側、例えば下端側に設けられた固定部６８を固定するた
めの固定基部６９とが設けられている。
【００３８】
　なお、固定基部６４は、例えば液晶表示制御基板３５の四隅に対応して設けられ、係合
爪６５は、液晶表示制御基板３５の縁部に沿ってそれら固定基部６４の中間部分、例えば
上縁側略中央に対応して設けられている。
【００３９】
　液晶表示制御基板３５は、液晶表示ユニット１３の表示制御を行う液晶表示制御手段を
構成するもので、その外縁部近傍には、基板受け体６１側の位置決め突起６３に対応する
位置決め穴７１、基板受け体６１側の固定基部６４に対応する固定穴７２等が設けられて
いる。また、液晶表示制御基板３５の表面側（後面側）には各種電子部品が装着されてお
り、例えば左側下部には、演出制御基板３７側に接続するためのコネクタ７３が、液晶表
示制御基板３５の盤面に沿って外向き（左向き）に装着されている。
【００４０】
　基板カバー６２は、液晶表示制御基板３５の周囲を取り囲むように配置された周壁７４
と、この周壁７４の後端側を閉鎖するように配置された後壁７５とで前側が開放した略矩
形箱形に形成されている。
【００４１】
　例えば周壁７４を構成する上面板７４ａには、その前縁側に係合突部６６が上向きに突
設され、例えば周壁７４を構成する左側面板７４ｂ及び右側面板７４ｃには、その下部前
縁側に固定部６８が左右外向きに突設されており、基板カバー６２は、係合突部６６を基
板受け体６１側の係合受け部６７に下側から嵌合させた状態で、固定部６８を基板受け体
６１側の固定基部６９にネジ等の固定具により固定することにより基板受け体６１側に着
脱自在に固定されている。
【００４２】
　また、周壁７４には、液晶表示制御基板３５側のコネクタ７３を側方に露出させるため
のコネクタ孔７６が、コネクタ７３に対応して例えば左側面板７４ｂの下部側に設けられ
ている。
【００４３】
　更に、基板カバー６２の後壁７５には配線溝７９が形成されている。配線溝７９は、例
えばフラットケーブルに対応して幅広に形成されており、上面板７４ａ側から下向きに配
設された縦溝部７９ａと、この縦溝部７９ａの下端側から左側面板７４ｂまで後壁７５の
下縁側に沿って配設された横溝部７９ｂとで構成され、上面板７４ａに縦溝部７９ａの上
端側に対応するケーブル引出口８０ａが、左側面板７４ｂに横溝部７９ｂの左端側に対応
するケーブル引出口８０ｂが、夫々形成されている。
【００４４】
　なお、配線溝７９は、ケーブル引出口８０ａが演出制御基板３７側の後述するコネクタ
９９の近傍に、ケーブル引出口８０ｂが液晶表示制御基板３５側のコネクタ７３の近傍に
、夫々位置するように配置されている。
【００４５】
　更に、基板カバー６２の後壁７５には、演出制御基板ケース３８の一端側、例えば上端
側に設けられた係合突部８１が係合可能な係合受け部８２と、演出制御基板ケース３８の
他端側、例えば下端側に設けられた固定部８３を固定するための固定基部８４とが設けら
れている。
【００４６】
　演出制御基板ケース３８は、図５，図７等に示すように、演出制御基板３７の裏面側　
（前面側）を覆う基板受け体９１と、この基板受け体９１の後側に着脱自在に装着され且
つ演出制御基板３７の表面側（後面側）を覆う基板カバー９２とで構成されており、これ
ら基板受け体９１と基板カバー９２との間に演出制御基板３７が格納されている。
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【００４７】
　基板受け体９１は、底壁９３と、この底壁９３の外縁側を取り囲むように後ろ向きに延
設された周壁９４とを一体に備えており、周壁９４の後縁側が演出制御基板３７の外周部
近傍に前側から当接するようになっている。
【００４８】
　底壁９３には、演出制御基板３７を位置決めするための位置決め突起９５が、例えば周
壁９４の内面側に沿って後ろ向きに突設されている。また、周壁９４の後縁側には、演出
制御基板３７を基板カバー９２と共にネジ等の固定具により固定するための固定基部９６
が一体に設けられている。
【００４９】
　演出制御基板３７は、液晶表示ユニット１３を含む各種演出手段の制御を行う演出制御
手段を構成するもので、その周辺部には、基板受け体９１側の位置決め突起９５に対応す
る位置決め穴９７、基板受け体９１側の固定基部９６に対応する固定穴９８等が設けられ
ている。また、演出制御基板３７の表面側（後面側）には各種電子部品が装着されており
、例えば上部側には、液晶表示制御基板３５側に接続するためのコネクタ９９が、演出制
御基板３７の盤面に沿って外向き（上向き）に装着されている。
【００５０】
　基板カバー９２は、基板受け体９１及び演出制御基板３７の外周側を取り囲むように配
置された周壁１０１と、この周壁１０１の後端側を閉鎖するように配置された後壁１０２
とで前側が開放した略矩形箱形に形成されている。
【００５１】
　後壁１０２は、その周辺部分に、演出制御基板３７の表面側（後面側）に当接して保持
する基板保持部１０２ａと、演出制御基板３７に設けられた各種電子部品に対応して後側
に膨出する膨出部１０２ｂとを備えている。更に、基板保持部１０２ａには、コネクタ９
９等を後側に露出させるためのコネクタ孔１０３と、演出制御基板３７側の固定穴９８を
介して基板受け体９１側の固定基部９６にネジ等の固定具により固定するための固定部１
０４とが設けられており、基板カバー９２は、演出制御基板３７と共に基板受け体９１に
対して着脱自在に固定されている。
【００５２】
　また、周壁１０１を構成する上面板１０１ａには、その前縁側に係合突部８１が上向き
に突設され、例えば周壁１０１を構成する左側面板１０１ｂ及び右側面板１０１ｃには、
その下部前縁側に固定部８３が左右外向きに突設されており、演出制御基板ケース３８は
、係合突部８１を液晶表示制御基板ケース３６側の係合受け部８２に下側から嵌合させた
状態で、固定部８３を液晶表示制御基板ケース３６側の固定基部８４にネジ等の固定具に
より固定することにより液晶表示制御基板ケース３６の背面側に着脱自在に固定されてい
る。
【００５３】
　なお、演出制御基板ケース３８を液晶表示制御基板ケース３６の背面側に装着する際に
は、液晶表示制御基板３５側のコネクタ７３と演出制御基板３７側のコネクタ９９とを接
続するためのフラットケーブル１０５を配線溝７９に沿わせた後、演出制御基板ケース３
８が液晶表示制御基板ケース３６に装着される。フラットケーブル１０５のコネクタ７３
，９９への接続は、演出制御基板ケース３８を液晶表示制御基板ケース３６に装着する前
でも後でもよい。
【００５４】
　演出制御基板ケース３８を液晶表示制御基板ケース３６に装着すると、配線溝７９はそ
の後側が基板受け体９１によって略閉鎖され、フラットケーブル１０５の大部分が液晶表
示制御基板ケース３６と演出制御基板ケース３８との間に収容された状態となる。
【００５５】
　このように、本実施形態のスロットマシンでは、液晶表示制御基板ケース３６と演出制
御基板ケース３８とを重ねて装着しており、液晶表示制御基板ケース３６と演出制御基板
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ケース３８との対向部に沿って、液晶表示制御基板ケース３６側に配線溝７９を設け、こ
の配線溝７９を介して液晶表示制御基板ケース３６と演出制御基板ケース３８との間にフ
ラットケーブル１０５を通しているため、フラットケーブル１０５の大部分が液晶表示制
御基板ケース３６と演出制御基板ケース３８との間に隠れて見映えがよいだけでなく、例
えば前面パネル３を開いてメンテナンス等の作業を行う際に引っ掛けてフラットケーブル
１０５に傷を付けたり、コネクタ７３，９９等が外れてしまう不具合を極力防止できる。
【００５６】
　また、フラットケーブル１０５は、液晶表示制御基板ケース３６に格納される液晶表示
制御基板３５と演出制御基板ケース３８に格納される演出制御基板３７とを接続するもの
であるから、配線溝７９内に隠れている部分の長さだけ余裕ができ、例えば両端側をコネ
クタに接続したままで演出制御基板ケース３８を液晶表示制御基板ケース３６に対して着
脱することも容易である。
【００５７】
　しかも、配線溝７９の両端側のケーブル引出口８０ａ，８０ｂを、液晶表示制御基板３
５，演出制御基板３７のコネクタ７３，９９に対応する位置に設けているため、フラット
ケーブル１０５の露出部分を極めて少なくすることができ、見映えがより向上し且つケー
ブルの保護の点でも万全である。
【００５８】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、本実
施形態では、配線溝７９を第１基板ケース３６側に設けた例を示したが、第２基板ケース
３８側の基板受け体９１に設けてもよいし、第１基板ケース３６側及び第２基板ケース３
８側の両方に互いに対応するように設けてもよい。
【００５９】
　配線溝７９の配設形状は任意であり、実施形態のようなＬ字型の他、縦方向又は横方向
に一直線状に配置してもよいし、斜めに配置してもよい。また、２以上の配線溝７９が互
いに交差するように配置してもよい。
【００６０】
　３つ以上の基板ケースを重ねて配置し、それらの２以上の対向部に夫々配線溝７９を設
けてもよい。
【００６１】
　配線溝７９は、その幅及び深さをケーブル１０５側のコネクタ７３，９９よりも大きく
してもよい。これにより、基板ケースを互いに重ねた状態のままでケーブル１０５を抜き
取ることが可能である。
【００６２】
　なお、実施形態ではスロットマシンを例に挙げて説明したが、複数の基板ケースを搭載
した遊技機であれば、パチンコ機等の弾球遊技機を始めその他の各種遊技機にも同様に適
用可能であることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンの全体斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るスロットマシンの全体側面図である。
【図３】前面パネルの裏側の要部斜視図である。
【図４】液晶表示ユニットとその前後の装着部品の分解斜視図である。
【図５】液晶装着ケース、液晶表示制御基板ケース及び演出制御基板ケースの分解斜視図
である。
【図６】液晶表示ユニット、液晶装着ケース、透明板及び透明板保持枠の分解斜視図であ
る。
【図７】前面パネルの要部側面断面図である。
【図８】液晶表示ユニットとその前後の装着部品の平面断面図である。
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【図９】液晶装着ケースへの液晶表示ユニットの装着状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６４】
　３５　　液晶表示制御基板（第１基板）
　３６　　液晶表示制御基板ケース（第１基板ケース）
　３７　　演出制御基板（第２基板）
　３８　　演出制御基板ケース（第２基板ケース）
　６１　　基板受け体
　６２　　基板カバー
　７３　　コネクタ
　７９　　配線溝
　８０ａ　ケーブル引出口
　８０ｂ　ケーブル引出口
　９１　　基板受け体
　９２　　基板カバー
　９９　　コネクタ
１０５　　フラットケーブル（ケーブル）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

